軽自動車税納税通知書等　送付先変更届
　

令和　　年　　月　　日
豊丘村長　様
	【納税義務者】　※最新の住民票住所、氏名をご記入ください

	住所
	

	（所在地）
	

	氏名
	

	（名称）
	

	（氏が変更の場合は旧姓 ：　　　　　　　　　　　　　　）

	生年月日
	　大 ・ 昭 ・ 平　　　　　年　　　　　月　　　　　日

	電話番号
	


軽自動車税納税通知書等の送付先の変更について、下記のとおり届け出ます。また、送付先変更の申告にあたり、以下の確認事項を承諾いたします。
記

＜変更後の送付先＞

	住　所
	

	方　書
	


※添付書類・・・本人確認書類（運転免許証等）のコピー
【確認事項】
（1）　納税通知書等は納税義務者にしか送付できません。他者への送付を希望する場合は、車両の名義を変更してください。
（2）　転居された場合や、車両の定置場が変更となった場合は、ナンバープレートや車検証住所等の変更手続きが必要となります。

（3）　車両ごとの送付先設定はできません。ただし、法人の場合は、店舗や支店ごとに設定することができます。
（4）　納税通知書等が変更した送付先に届かない場合や、滞納が発生した場合は、再送や催告等が納税義務者の住民登録のある住所または本店所在地に送付されることになります。

（5）　納付の確認ができない等、送付先変更の解除が必要であると認められた場合は、予告なく解除することがあります。
（提出先）


〒399-3295　長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120番地


豊丘村役場　税務会計課税務係








